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町
で
は
、
ご
み
の
減
量
化
を
目
的
と
し
て
、

生
ご
み
処
理
機
器
を
購
入
し
た
世
帯
に
、
予

算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

新
規
購
入
の
世
帯
だ
け
で
は
な
く
、
故
障

な
ど
に
よ
る
買
い
替
え
の
世
帯
も
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

補
助
金
の
額
は
、
町
内
販
売
店
で
購
入
し

た
場
合
、
価
格
の
１
／
２
（
上
限
２
万
円
）

　

町
外
販
売
店
で
購
入
し
た
場
合
、
価
格
の

１
／
３
（
上
限
１
万
円
）
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
に
必
要
な
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
環

境
整
備
課
（
６
）
１
７
４
８
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

西
ノ
島
町
で
は
、
毎
年
、
水
道
法
施
行
規

則
第
15
条
６
項
に
基
づ
き
、
水
質
検
査
計
画

を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　

水
質
検
査
計
画
と
は
「
ど
の
場
所
で
」「
ど

の
よ
う
な
項
目
に
つ
い
て
」「
ど
れ
く
ら
い
の

頻
度
で
」
行
う
か
を
計
画
し
た
も
の
で
す
。

　

今
年
度
も
過
去
の
水
質
検
査
の
実
績
を
基
に
検

討
を
行
い
、
水
質
検
査
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

水
質
検
査
計
画
及
び
過
去
の
水
質
検
査
結
果

を
ご
覧
に
な
り
た
い
方
は
、環
境
整
備
課
（
６
）

１
７
４
８
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

３
月
３
日
（
木
）、
浦
郷
家
畜
市
場
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
家
畜
市
場
で
は
、
子
牛
と
成

牛
合
わ
せ
て
１
３
６
頭
と
馬
４
頭
の
取

引
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

取
引
価
格
は
、
前
回
と
比
べ
る
と
子
牛

の
平
均
額
が
６
４
５
，
４
９
３
円
と
５
９
，

０
８
４
円
の
増
と
な
り
、
前
年
比
で
も

１
１
６
，
６
０
０
円
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

　

西
ノ
島
町
で
は
子
育
て
世
帯
に
お
け
る
離
島
ゆ
え

の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
及
び
定
住
促
進
を

図
る
た
め
大
学
等
へ
の
入
学
助
成
金
と
町
内
へ
の
就

労
助
成
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

西
ノ
島
中
学
校
卒
業
生
で
、
大
学
等
（
専
門
学
校

等
含
む
。）
へ
進
学
す
る
方
を
対
象
と
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
父
又
は
母
、
若
し
く
は
養
育
者
（
以
下

「
保
護
者
等
」
と
い
う
。）
が
町
内
に
居
住
し
て
い
る

方
を
対
象
と
し
ま
す
。

●
就
労
助
成
金
と
し
て　

24
万
円

　

西
ノ
島
中
学
校
卒
業
生
で
中
学
・
高
校
・
大
学
等（
専

門
学
校
等
含
む
。）
を
新
規
に
卒
業
し
、
町
内
で
就
労

さ
れ
る
方
を
対
象
と
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
保
護
者
等
が
町
内
に
居
住
す
る
方
を
対

象
と
し
ま
す
が
、「
西
ノ
島
町
福
祉
職
員
等
確
保
対

策
給
付
金
要
綱
」
の
対
象
者
及
び
公
務
員
に
就
労
す

る
方
に
つ
い
て
は
除
き
ま
す
。

※
町
外
へ
転
出
（
退
職
等
）
さ
れ
る
場
合
に
は
就
労
助

成
金
の
返
還
義
務
が
生
じ
ま
す
。
新
卒
で
就
労
後
２
年

以
内
に
転
出
（
転
勤
除
く
。）
す
る
場
合
は
一
部
を
返
還

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
提
出
期
限
：
平
成
28
年
４
月
28
日
（
木
）

　

詳
し
く
は
、西
ノ
島
町
教
育
委
員
会
教
育
課
（
６
）

０
１
７
１
へ
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

会
社
を
退
職
し
て
職
場
の
健
康
保
険
を

や
め
た
り
し
て
国
保
に
加
入
す
る
と
き
や
、

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
り
し
て
国

保
の
資
格
が
な
く
な
っ

た
と
き
に
は
14
日
以
内

に
届
け
出
が
必
要
で

す
。◆ご注意ください◆

職場の健康保険などに加入されたときや、他の市町村に転出し
たときなどの国保資格は、

また、職場の健康保険をやめたとき等も

　本人の届出によって資格喪失・取得されますので、異動があっ
た場合には必ず届出をお願いします。
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※町内無料電話を利用する場合、番号の頭に「５」をつけて電話すると無料電話になります。

　TEL.6-1338(FAX兼用 )

（浦郷シルバー会館）

　
「
一
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現
に
向
け
、
賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に

く
い
低
所
得
の
高
齢
者
を
支
援
し
、
平
成
28
年
前
半
の
個
人
消
費
の
下
支
え

に
も
資
す
る
よ
う
、
低
所
得
の
高
齢
者
等
を
対
象
に
年
金
生
活
者
等
支
援
臨

時
福
祉
給
付
金
を
実
施
・
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
で
西
ノ
島
町
に
住
民
登
録
を
さ
れ
て
い
る
方

で
、
平
成
27
年
度
の
町
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
の
う
ち
、

平
成
28
年
度
中
に
65
歳
以
上
と
な
る
方
が
対
象
で
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
・
平
成
27
年
度
の
町
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
等（
※
）

　

※
税
法
上
の
控
除
対
象
配
偶
者
、
配
偶
者
特
別
控
除
に
お
け
る
配
偶
者
、
扶
養
親
族
等

　

・
生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
３
万
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

支
給
対
象
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
方
（
世
帯
）
に
、
４
月
中
旬
に
申
請
書

を
お
送
り
す
る
予
定
で
す
。
届
き
ま
し
た
ら
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・

押
印
を
し
て
確
認
書
類
等
を
添
え
て
役
場
健
康
福
祉
課
ま
た
は
別
府
支
所
に

提
出
し
て
下
さ
い
。

●
申
請
受
付
期
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

平
成
28
年
４
月
20
日
〜
平
成
28
年
７
月
20
日
（
予
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
受
取
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。
支
給
日
が
決
定
し

ま
し
た
ら
、
健
康
福
祉
課
よ
り
支
給
決
定
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

西
ノ
島
町
役
場
健
康
福
祉
課　

電
話
：
６-

０
１
０
４

　

松
江
地
方
法
務
局
で
は
、
地
域
住
民
の
皆
様
方
か
ら

の
登
記
に
関
す
る
一
般
的
な
内
容
の
相
談
を
お
受
け
す

る
た
め
、
左
記
の
と
お
り
奇
数
月
の
第
３
水
曜
日
に
登

記
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
相
談
に
つ
い
て
は
、
相
談
時
間
の
関
係
か

ら
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、
相
談
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
開
設
日
の
３
日
前
ま
で
に
当
局
西
郷
支
局
宛

て
に
連
絡
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

：

　

平
成
28
年
５
月
18
日
（
水
）、
７
月
20
日
（
水
）、

９
月
21
日
（
水
）、　

11
月
16
日
（
水
）

　

平
成
29
年
１
月
18
日
（
水
）、
３
月
15
日
（
水
）

　

相
談
時
間

　
　

午
前
の
部　

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
０
時
30
分

　
　

午
後
の
部　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

※
事
前
に
相
談
の
予
約
が
全
く
な
い
場
合
又
は
海
上

交
通
機
関
の
欠
航
に
よ
り
職
員
を
派
遣
で
き
な
い
場

合
は
、
開
設
し
ま
せ
ん
。

：
黒
木
公
民
館
（
西
ノ
島
町
大
字
別
府
）  

：
土
地
・
建
物
及
び
会
社
・
法
人
に
関

す
る
登
記
相
談

：
法
務
局
職
員　：

　

松
江
地
方
法
務
局
西
郷
支
局

　
　
　
　
　

電
話
（
０
８
５
１
２
）
２
‐
０
２
４
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


